
（2024年2月1日現在）
①施設サービス費（介護保険請求の利用者負担金）　

＊当施設では居室区分を、従来型個室（１人室）と多床室（２～３人室）に定めます。

１日あたり、該当する利用者負担金を下記負担率で申し受けます。

1割 2割 3割

要介護1 625円 1,249円 1,874円

要介護2 699円 1,398円 2,096円

要介護3 776円 1,552円 2,328円

要介護4 851円 1,701円 2,551円

要介護5 924円 1,847円 2,770円

1割 2割 3割

日常生活支援加算 40円 79円 118円
看護体制加算(Ⅰロ) 5円 9円 13円
看護体制加算(Ⅱロ) 9円 18円 27円
夜勤職員配置加算(Ⅰロ) 15円 29円 43円
夜勤職員配置加算(Ⅲロ) 18円 35円 53円
準ユニットケア加算 6円 11円 17円
個別機能訓練加算(Ⅰ) 13円 26円 39円
若年性認知症入所者受入加算 131円 262円 393円
常勤医師配置加算 28円 55円 82円
精神科医療養指導加算 6円 11円 17円
障害者生活支援体制加算(Ⅰ) 29円 57円 85円
障害者生活支援体制加算(Ⅱ) 45円 90円 134円
外泊時費用 269円 537円 805円
外泊時在宅サービス利用費用 611円 1,221円 1,832円
初期加算 33円 66円 99円
再入所時栄養連携加算 218円 436円 654円
退所時等相談援助加算 退所前訪問相談援助加算 502円 1,003円 1,505円

退所後訪問相談援助加算 502円 1,003円 1,505円
退所時相談援助加算 436円 872円 1,308円
退所前連携加算 545円 1,090円 1,635円

栄養マネジメント強化加算 12円 24円 36円
経口移行加算 31円 61円 92円
療養食加算 7円 13円 20円
配置医師緊急時対応加算 早朝・夜間の場合 709円 1,417円 2,126円

深夜の場合 1,417円 2,834円 4,251円
看取り加算(Ⅰ) 死亡日以前31日以上45日以下 79円 157円 236円

死亡日以前4日以上30日以下 157円 314円 471円
死亡日以前2日又は3日 742円 1,483円 2,224円
死亡日 1,396円 2,791円 4,186円

看取り加算(Ⅱ) 死亡日以前31日以上45日以下 79円 157円 236円
死亡日以前4日以上30日以下 157円 314円 471円
死亡日以前2日又は3日 851円 1,701円 2,551円
死亡日 1,723円 3,445円 5,167円

在宅復帰支援機能加算 11円 22円 33円
在宅・入所相互利用加算 44円 88円 131円
認知症専門ケア加算 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 4円 7円 10円

認知症専門ケア加算(Ⅱ) 5円 9円 13円
認知症行動・心理症状緊急対応加算 218円 436円 654円
安全対策体制加算 22円 44円 66円
サービス提供体制強化加算 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 24円 48円 72円

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 20円 40円 59円
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 7円 13円 20円

＊介護保険給付の扱いに応じ、1日あたり該当する加算・費用の利用者負担金を下記負担率で申し受けます。
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1割 2割 3割

生活機能向上加算(Ⅰ) 109円 218円 327円
生活機能向上加算(Ⅱ) 218円 436円 654円
個別機能訓練加算(Ⅱ) 22円 44円 66円
ADL維持等加算(Ⅰ) 33円 66円 99円
ADL維持等加算(Ⅱ) 66円 131円 197円
経口維持加算 経口維持加算(Ⅰ) 436円 872円 1,308円

経口維持加算(Ⅱ) 109円 218円 327円
口腔衛生管理加算 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 99円 197円 295円

口腔衛生管理加算(Ⅱ) 120円 240円 360円
褥瘡マネジメント加算 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 4円 7円 10円

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 15円 29円 43円
排せつ支援加算 排せつ支援加算(Ⅰ) 11円 22円 33円

排せつ支援加算(Ⅱ) 17円 33円 49円
排せつ支援加算(Ⅲ) 22円 44円 66円

自立支援促進加算 327円 654円 981円
科学的介護推進体制加算 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 44円 88円 131円

科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 55円 109円 164円
介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ　所定単位数の8.3％

加算Ⅱ　所定単位数の6.0％

加算Ⅲ　所定単位数の3.3％

介護職員特定処遇改善加算 加算Ⅰ　所定単位数の2.7％

加算Ⅱ　所定単位数の2.3％

介護職員等ベースアップ等支援加算 　　　　　 所定単位数の1.6％

※小数点以下端数処理都合上、実際の請求額と料金表とで異なる場合（1円～5円誤差）があります。
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＊介護保険給付の扱いに応じ、1月あたり該当する加算の利用者負担金を下記負担率で申し受けます。
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②居住費・食費
　「居住費」は室料及び光熱費相当、「食費」は食材料及び調理コスト相当として、住民税課税対象の方は、
　1日あたり下記のとおり実費費用にて申し受けます。

*感染症等による30日以内での従来型個室利用、精神症状等の特別な理由での従来型個室利用の場合、居住費が多床室と同額になります。

●居住費・食費の負担軽減措置（特定入所者介護サービス費）
　　所得額が少ない方は、区市町村へ「介護保険負担限度額認定」を申請し、以下の低所得要件を満たした場合、
　　第1段階から第３段階の区分に認定されると、軽減措置が適用されます。

段階区分 居室区分 居住費／日 食費／日

※1　　住民票上世帯が異なる（世帯分離している）配偶者（内縁関係にある者も含む）の所得も判断材料となります。

※2　　非課税年金収入とは、遺族年金（寡婦を含む）や障害年金などです。ただし、弔慰金・給付金などは対象外です。

※3　　第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば軽減対象になります。

※入院・外泊時であっても、お部屋を確保している場合、上記居住費はご負担いただきます。

短期入所生活介護におけるサービスを提供するために一時的にベッドを利用することがあります。

その際には費用負担はございません。

③介護保険適用外の利用費　　

預貯金通帳・印鑑の保管、預貯金の預け入れ・払い出し、現金出納・保管、有価証券保管、

年金証書・保険証書類保管等の業務にかかる管理手数料。別に委任状が必要です。

個別サークル活動費・個別行事活動費（ご希望によって参加する行事や活動に係る材料費等）

　　　茶話会（外食・デリバリー・喫茶）、外出行事での入館料等

理美容

メニューや料金は別紙をご参照ください。ご希望の方はご予約が必要です。

医療費（薬剤費含）

個人が特別に必要とする医療材料費

※なお、施設のベッド、寝具、車椅子等のご利用、支給させていただくオムツ製品、施設での通常洗濯は無償です。

死亡診断書等医師の文書代 5,000円（税別）

看取り時のメイクキット材料費 　630円（税別）
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　　　華道（生花を使用した生け花） 100円／回

　　　ホーム喫茶（施設内での喫茶） 100円／回

実費

個人用の日用品代（衣類・歯ブラシ、化粧品等）

施設発注可能な日用品があります。料金は別紙ご参照ください。別に委任状が必要です。

嗜好品

個人の嗜好等に基づく飲料やおやつ等の飲食物

ご希望・選択により発生する内容 金額

預かり金管理料

100円／日

（※お小遣い等の現金・貴重品の自己保管は管理可能な場合に限ります。）

実費

第３段階
②

・世帯全員※1が住民税非課税で、前年の合計所
得金額と課税年金収入額と非課税年収入額※2の
合計が年間で120万円超の方

単身：500万円以下 従来型個室 820円
1,360円

夫婦：1,500万円以下 多床室 370円

第３段階
①

・世帯全員※1が住民税非課税で、前年の合計所
得金額と課税年金収入額と非課税年収入額※2の
合計が年間で80万円超120万円以下の方

単身：550万円以下 従来型個室 820円
650円

夫婦：1,550万円以下 多床室 370円

第２段階
・世帯全員※1が住民税非課税で、前年の合計所
得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額※2

の合計が年間で80万円以下の方

単身：650万円以下 従来型個室 420円
390円

夫婦：1,650万円以下 多床室 370円

320円
300円

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員※1が住民税非課税の方 夫婦：2,000万円以下 多床室 　　0円

低所得要件 預貯金等資産要件※3

第１段階
・生活保護受給者 単身：1,000万円以下 従来型個室

居室区分 居住費／日 食費／日

従来型個室 1,500円

1,930円

多　床　室 900円
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